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群
馬
県
消
防
学
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
十
八
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
十
三
号 

 
 
 

群
馬
県
消
防
学
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
消
防
学
校
規
則
（
平
成
十
六
年
群
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県
規
則
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 

別
記
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式
第
一
号
中
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」
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改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
二
号
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
る
。 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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◎群馬県告示第７１号 

 土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第６条第１項の規定により、特定有害物質によって汚染されている

区域を次のとおり指定する。 

  令和７年３月１８日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 指定する区域 館林市大新田町字南蓮河原２５番の一部、２５番地先道路の一部、３０番２の一部、３０番２

地先道路の一部、３１番１の一部、６１番２地先道路の一部、６１番２地先水路の一部、字稲荷木３２９番の一

部、３２９番地先水路の一部、３４６番の一部、３５８番の一部、３７３番１の一部、３７３番１地先道路の一

部、３７３番１地先水路の一部 

２ 指定に係る特定有害物質の種類 土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号）第３１条第１項の

基準に適合していない特定有害物質の名称 ふっ素及びその化合物 

３ 講ずべき指示措置 地下水の水質の測定 

 

 

 

◎群馬県告示第７２号 

 土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第１項の規定により、特定有害物質によって汚染されてい

る区域を次のとおり指定する。 

  令和７年３月１８日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 指定する区域 館林市大新田町字南蓮河原１６番１の一部、１６番１地先道路の一部、３７番の一部、３７番

地先水路の一部、４５番２の一部、４６番１の一部、４６番２の一部、字稲荷木２５９番１の一部、２６１番２

の一部、２６１番２地先道路の一部、２６２番１の一部、下早川田町字北蓮河原３２１番３地先道路の一部 

２ 指定に係る特定有害物質の種類 土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号）第３１条第１項の

基準に適合していない特定有害物質の名称 ふっ素及びその化合物 

 

 

 

◎群馬県告示第７３号 

 都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第６２条第３項の規定により、特例道路占用区域を次のとおり

指定する。 

  令和７年３月１８日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 

１ 指定する区域及び施設等の種類 
 

道路の 
種 類 

路線名 指定する区域 
延  長 
メートル 

施設等の 
種  類 

県道 あら町下室田
線 

高崎市あら町２４０番地先から同市宮
元町２７３番地先までの左右の歩道部 

２０５．０ 一 食事施設（道路の通行
者又は利用者の利便の増

■ 告  示   
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県道 高崎停車場線 高崎市矢島町６３番 7 地先から同市あ
ら町２番１地先までの左右の歩道部 

３００．０ 進 に 資 す る も の に 限
る。） 

二 自転車駐車器具（自転
車を賃貸する事業の用に
供するものに限る。） 

県道 藤木高崎線 高崎市宮元町１３番２地先から同市連
雀町１０４番地先までの左右の歩道部 

２１６．０ 

 
２ 指定の期間 令和７年４月１日から令和１２年３月３１日 

 

 

 

 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第９項の規定により県営下江黒土地改良事業第１換地区

の換地処分を令和７年３月７日に行ったので、同条第１０項において読み替えて準用する同法第５４条第４項の規

定により公告する。 

    令和７年３月１８日 

                               群馬県知事 山 本 一 太   

 

 

 

 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第９項の規定により県営下江黒土地改良事業第２換地区

の換地処分を令和７年３月７日に行ったので、同条第１０項において読み替えて準用する同法第５４条第４項の規

定により公告する。 

    令和７年３月１８日 

                               群馬県知事 山 本 一 太   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 公  告 
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昇
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給
等
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基
準
に
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す
る
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則
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を
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る
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こ
こ
に
公

布
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群
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事
委
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会
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群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号 

 
 
 

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
群
馬
県
人
事
委
員
会

規
則
第
四
号
）
の
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部
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次
の
よ
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に
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正
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表
第
八
を
次
の
よ
う
に
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■ 

人
事
委
員
会
規
則 



 令和７年３月１８日（火）          群 馬 県 報              第１０２８２号 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 令和７年３月１８日（火）          群 馬 県 報              第１０２８２号 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 令和７年３月１８日（火）          群 馬 県 報              第１０２８２号 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 令和７年３月１８日（火）          群 馬 県 報              第１０２８２号 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 令和７年３月１８日（火）          群 馬 県 報              第１０２８２号 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 令和７年３月１８日（火）          群 馬 県 報              第１０２８２号 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 令和７年３月１８日（火）          群 馬 県 報              第１０２８２号 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 令和７年３月１８日（火）          群 馬 県 報              第１０２８２号 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 令和７年３月１８日（火）          群 馬 県 報              第１０２８２号 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 令和７年３月１８日（火）          群 馬 県 報              第１０２８２号 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 令和７年３月１８日（火）          群 馬 県 報              第１０２８２号 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 令和７年３月１８日（火）          群 馬 県 報              第１０２８２号 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 令和７年３月１８日（火）          群 馬 県 報              第１０２８２号 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 令和７年３月１８日（火）          群 馬 県 報              第１０２８２号 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 令和７年３月１８日（火）          群 馬 県 報              第１０２８２号 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 令和７年３月１８日（火）          群 馬 県 報              第１０２８２号 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 令和７年３月１８日（火）          群 馬 県 報              第１０２８２号 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 令和７年３月１８日（火）          群 馬 県 報              第１０２８２号 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 令和７年３月１８日（火）          群 馬 県 報              第１０２８２号 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 令和７年３月１８日（火）          群 馬 県 報              第１０２８２号 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 令和７年３月１８日（火）          群 馬 県 報              第１０２８２号 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 令和７年３月１８日（火）          群 馬 県 報              第１０２８２号 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 令和７年３月１８日（火）            群 馬 県 報                第１０２８２号 

 

28 

 
 
 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
切
替
日
に
お
け
る
昇
格
又
は
降
格
の
特
例
） 

２ 
令
和
七
年
四
月
一
日
（
以
下
「
切
替
日
」
と
い
う
。
）
に
昇
格
又
は
降
格
を
し
た
職
員
に
つ
い

て
は
、
当
該
昇
格
又
は
降
格
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
そ
の
者
が
切
替
日
に
受
け
る
こ
と
と 

な
る
号
給
を
切
替
日
の
前
日
に
受
け
て
い
た
も
の
と
み
な
し
て
、
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇 

給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
一
条
又
は
第
二
十
二
条
の 

規
定
を
適
用
す
る
。 

（
選
考
の
結
果
に
基
づ
い
て
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
の
号
給
の
調
整
） 

３ 

切
替
日
前
に
選
考
（
切
替
日
に
採
用
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、

切
替
日
に
当
該
選
考
の
結
果
に
基
づ
い
て
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
部
内
の
他
の
職
員
が
あ
る
も 

の
に
限
る
。
）
の
結
果
に
基
づ
い
て
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
で
規
則
第
十
条
第
四
号
の
規
定 

に
よ
り
職
務
の
級
を
決
定
さ
れ
た
も
の
そ
の
他
人
事
委
員
会
の
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
者
の
切 

替
日
に
お
け
る
号
給
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
切
替
日
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
も
の
と
し
た 

場
合
と
の
均
衡
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ 

り
、
必
要
な
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

（
雑
則
） 

４ 

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
が

定
め
る
。 

   

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 
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均 
 

 

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
一
号 

 
 
 

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七 

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
第
一
項
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
、
第
四
条
第
一
項
及
び
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
く
」
に
、
「
の
日
数
」
を
「
並
び
に
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
三
項
、
第
四
条
第
三
項
及
び
第

五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
を
割
り

振
ら
な
い
日
の
日
数
の
合
計
日
数
」
に
改
め
る
。 

第
十
五
条
第
一
号
中
「
配
偶
者
」
の
下
に
「
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の

事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。 

第
十
六
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

新
た
に
条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
職
員
た
る
要
件
を
具
備
す
る
に
至
つ
た
職
員
は
、
扶
養
親

族
届
（
様
式
第
二
号
）
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
任
命
権
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
職
員
の
届
出
に
係
る
扶
養
親
族
の
恒
常
的
な
所
得
の
年
間
の
見

込
額
そ
の
他
の
扶
養
の
事
実
等
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。 

第
十
六
条
第
五
項
中
「
第
二
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条

第
四
項
中
「
第
二
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
を
同

条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の

よ
う
に
加
え
る
。 

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。 

第
十
六
条
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
任
命
権
者
に
お
い
て
扶
養
の
事
実
等
を
認
定
す
る
こ
と
が
で 

き
る
場
合
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
要
し
な
い
。 

第
十
六
条
の
二
中
「
前
条
第
四
項
」
を
「
前
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を

加
え
る
。 

（
支
給
の
始
期
及
び
終
期
） 

第
十
六
条
の
三 

扶
養
手
当
の
支
給
は
、
職
員
が
新
た
に
条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
職
員
た
る
要

件
を
具
備
す
る
に
至
つ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ

の
日
の
属
す
る
月
）
か
ら
開
始
し
、
職
員
が
同
項
に
規
定
す
る
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
日
（
人

事
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
日
以
降
の
日
で
人
事
委

員
会
が
定
め
る
日
）
の
属
す
る
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る

月
の
前
月
）
を
も
つ
て
終
わ
る
。
た
だ
し
、
扶
養
手
当
の
支
給
の
開
始
に
つ
い
て
は
、
第
十
六

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
、
こ
れ
に
係
る
事
実
の
生
じ
た
日
か
ら
十
五
日
を
経
過
し
た

後
に
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
届
出
を
受
理
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日

で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
職
員
に
そ
の
月
額
を
変
更
す
べ
き
事
実
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の

事
実
の
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属

す
る
月
）
か
ら
そ
の
支
給
額
を
改
定
す
る
。
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
扶
養
手
当
の
月
額
を

増
額
し
て
改
定
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

第
二
十
九
条
の
五
第
二
項
第
八
号
中
「
か
ら
週
休
日
」
の
下
に
「
、
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第

三
項
、
第
四
条
第
三
項
及
び
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
」
を
加
え
、
「
及
び
休
日
等
」
を
「
並
び
に
休
日 

等
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
九
条
の
七
第
一
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

一 

次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員 

当
該
職
員
が
次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
の
い
ず
れ
に

該
当
す
る
か
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
割
合 

イ 

勤
務
成
績
が
特
に
優
秀
な
職
員 

百
分
の
百
二
十
四
以
上
百
分
の
三
百
十
五
以
下
（
条

例
第
二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
幹
部
職
員
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て

「
特
定
幹
部
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
四
十
八
以
上
百
分
の
三
百
七

十
五
以
下
） 

ロ 

勤
務
成
績
が
優
秀
な
職
員 

百
分
の
百
十
二
・
五
以
上
百
分
の
百
二
十
四
未
満
（
特
定

幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
三
十
三
・
五
以
上
百
分
の
百
四
十
八
未
満
） 

ハ 

勤
務
成
績
が
良
好
な
職
員 

百
分
の
百
一
（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
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３ 

診
療
放
射
線
技
術
者
（
常
時
放
射
線
の
照
射
の
業 

４ 

病
理
細
菌
技
術
者
（
２
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
） 

務
に
従
事
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

 

□
１
 
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
（
行
９
級
職
員
等
に
あ
つ
て
は
、
扶
養
親
族
た
る
子
が
あ
る

 
場
合
に
限
る
。
）
。

 
□
２
 
行
９
級
職
員
等
か
ら
行
９
級
職
員
等
以
外
の
職
員
と
な
つ
た
（
子
以
外
の
扶
養
親
族

 
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
。

 
□
３
 
新
た
に
扶
養
親
族
た
る
要
件
を
具
備
す
る
に
至
つ
た
者
が
あ
る
（
行
９
級
職
員
等
に

 
あ
つ
て
は
、
子
に
限
る
。
）
。

 
□
４
 
扶
養
親
族
た
る
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
者
が
あ
る
（
子
、
孫
及
び
弟
妹
で
満
２
２
歳

 
の
年
度
末
を
超
え
た
者
を
除
き
、
行
９
級
職
員
等
に
あ
つ
て
は
、
子
に
限
る
。
）
。

 

□
１
 
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
又
は
新
た
に
条
例
第
１
１
条
の
規
定
の
適
用
の
対
象
と
な
つ

 
た
。

 
□
２
 
行
９
級
職
員
等
又
は
行
８
級
職
員
等
か
ら
降
格
等
と
な
つ
た
。
 

□
３
 
新
た
に
扶
養
親
族
た
る
要
件
を
具
備
す
る
に
至
つ
た
者
が
あ
る
。

 
□
４
 
扶
養
親
族
た
る
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
者
が
あ
る
。

 
 ※
 
１
・
３
・
４
に
つ
い
て
は
、
行
９
級
職
員
等
に
あ
つ
て
は
子
に
係
る
事
由
が
生
じ
た
場

 
合
に
、
行
８
級
職
員
等
に
あ
つ
て
は
配
偶
者
以
外
の
扶
養
親
族
に
係
る
事
由
が
生
じ
た
場

 
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
限
る
。

 

□
１

 
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
又
は
新
た
に
条
例
第
１
１
条
の
規
定
の
適
用
の
対
象
と
な
つ

 
た
。

 
□
２

 
行
９
級
職
員
等
又
は
行
８
級
職
員
等
か
ら
降
格
等
と
な
つ
た

 
。
 

□
３

 
新
た
に
扶
養
親
族
た
る
要
件
を
具
備
す
る
に
至
つ
た
者
が
あ
る
。

 
□
４

 
扶
養
親
族
た
る
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
者
が
あ
る
。

 
 ※

 
１
・
３
・
４
に
つ
い
て
は
、
行
９
級
職
員
等
に
あ
つ
て
は
子
に
係
る
事
由
が
生
じ
た
場

 
合
に
、
行
８
級
職
員
等
に
あ
つ
て
は
配
偶
者
以
外
の
扶
養
親
族
に
係
る
事
由
が
生
じ
た
場

 
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
限
る
。

 

二
十
一
） 

ニ 

勤
務
成
績
が
良
好
で
な
い
職
員 

百
分
の
九
十
二
・
五
以
下
（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ

て
は
、
百
分
の
百
十
一
・
五
以
下
） 

二 

任
期
付
職
員
条
例
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
任
期
付
職
員 

当
該
職
員
が
次
に
掲

げ
る
職
員
の
区
分
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
割
合 

イ 
勤
務
成
績
が
優
秀
な
職
員 

百
分
の
八
十
七
・
五
以
上
百
分
の
二
百
六
十
二
・
五
以
下 

ロ 
勤
務
成
績
が
良
好
な
職
員
及
び
基
準
日
以
前
に
お
け
る
直
近
の
人
事
評
価
の
結
果
が
な

い
職
員
（
ハ
の
人
事
委
員
会
の
定
め
る
職
員
を
除
く
。
） 

百
分
の
七
十
七
・
五 

ハ 

勤
務
成
績
が
良
好
で
な
い
職
員
及
び
基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
懲
戒

処
分
を
受
け
た
職
員
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
の
定
め
る
職
員 

百
分
の
七
十
一
以
下 

第
二
十
九
条
の
七
第
二
項
中
「
同
項
第
四
号
」
を
「
同
項
第
一
号
ニ
及
び
第
二
号
ハ
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
」
を
「
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
並
び
に
第
二
号

イ
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
九
条
の
七
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
百
分
の
五
十
二
・
七
五
」
を
「
百
分
の
五
十
一
・

五
」
に
、
「
百
分
の
六
十
二
・
七
五
」
を
「
百
分
の
六
十
一
・
五
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

「
百
分
の
四
十
九
・
二
五
」
を
「
百
分
の
四
十
八
」
に
、
「
百
分
の
五
十
九
・
二
五
」
を
「
百
分

の
五
十
八
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
百
分
の
四
十
九
・
二
五
未
満
」
を
「
百
分
の
四
十
六
以

下
」
に
、
「
百
分
の
五
十
九
・
二
五
未
満
」
を
「
百
分
の
五
十
六
以
下
」
に
改
め
る
。 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

「 
 
 

別
表
第
一
保
健
福
祉
事
務
所
の
項
中 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
「
３ 

病
理
細
菌
技
術
者
（
２
に
掲
げ
る
者
を
除 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

」 

く
。
）
」
に
改
め
る
。 

 
 

別
表
第
三
の
う
ち
六
警
察
の
表
警
察
本
部
の
項
中
「
機
動
警
ら
隊
、
」
を
削
る
。 

 
 

様
式
第
二
号
中 

 

「 

       
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」 

を 

 

「 

    

  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 

に
改
め
る
。 

（
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
群
馬
県

人
事
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

附
則
第
四
項
中
「
百
分
の
二
百
十
五
」
を
「
百
分
の
三
百
十
五
」
に
、
「
百
分
の
二
百
五
十 

五
」
を
「
百
分
の
三
百
七
十
五
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
五
項
中
「
百
分
の
百
二
・
五
」
を
「
百
分
の
百
五
十
」
に
、
「
百
分
の
百
二
十
二
・ 

五
」
を
「
百
分
の
百
八
十
」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
職
員
の
給
与
の
支

給
に
関
す
る
規
則
別
表
第
三
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
第
十
四
条
の
二
中
「
条
例
第
十
一
条
第
一
項
た
だ
し

書
」
と
あ
る
の
は
「
群
馬
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
六

年
群
馬
県
条
例
第
八
十
一
号
。
以
下
「
令
和
六
年
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
八
条
の
規
定

に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
し
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
令
和
六
年
改
正
条
例
に

よ
る
改
正
前
の
条
例
第
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
と
、
第
十
五
条
及
び
第
十
六
条
の
二
中
「
条

例
第
十
一
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
令
和
六
年
改
正
条
例
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ

の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
令
和
六
年
改
正
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
条
例
第
十
一
条
第
二 

項
」
と
、
第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
十
六
条
の
三
第
一
項
中
「
条
例
第
十
一
条
第
一
項
」
と
あ
る

の
は
「
令
和
六
年
改
正
条
例
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
し
て

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
令
和
六
年
改
正
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
条
例
第
十
一
条
第
一
項
」
と
す

る
。 

     

群
馬
県
企
業
局
自
家
用
電
気
工
作
物
保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
十
八
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

群
馬
県
企
業
管
理
者 

成 

田 

正 

士 
 

 
群
馬
県
企
業
管
理
規
程
第
二
号 

 
 
 

群
馬
県
企
業
局
自
家
用
電
気
工
作
物
保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

群
馬
県
企
業
局
自
家
用
電
気
工
作
物
保
安
規
程
（
昭
和
六
十
一
年
群
馬
県
企
業
管
理
規
程
第
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

目
次
中
「
及
び
検
査
」
を
「
、
検
査
等
」
に
、
「
第
十
三
条
」
を
「
第
十
三
条
の
二
」
に
改
め

る
。 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

「 

■ 

企
業
管
理
規
程 

第
六
条
第
二
項
の
表
中 

を
「
団
地
総
合
事
務
所
」
に
改
め
る
。 

 
団
地
総
合
事
務
所 
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・
施
設
の
維
持
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

 

 
 
 

 
 

 
 
 

」 
 

第
四
章
の
章
名
中
「
及
び
検
査
」
を
「
、
検
査
等
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
章
中
第
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
） 

第
十
三
条
の
二 

主
任
技
術
者
は
、
工
作
物
の
保
安
を
確
保
す
る
た
め
、
別
に
定
め
る
基
準
に
基
づ

き
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
（
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
本
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第 

百
四
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
い
う
。
）
の
確
保
の
た
め
の
適
切 

な
処
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

「 

     
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

を 
 
 

 
 

 
 
 

に
改
め
る
。 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

」 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   

群
馬
県
企
業
局
電
気
事
業
用
電
気
工
作
物
保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
十
八
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

群
馬
県
企
業
管
理
者 

成 
田 

正 

士 
 

 

群
馬
県
企
業
管
理
規
程
第
三
号 

 
 
 

群
馬
県
企
業
局
電
気
事
業
用
電
気
工
作
物
保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

群
馬
県
企
業
局
電
気
事
業
用
電
気
工
作
物
保
安
規
程
（
昭
和
六
十
一
年
群
馬
県
企
業
管
理
規
程
第

三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

目
次
中
「
及
び
検
査
」
を
「
、
検
査
等
」
に
、
「
第
十
三
条
」
を
「
第
十
三
条
の
二
」
に
改
め

る
。 

 

第
四
章
の
章
名
中
「
及
び
検
査
」
を
「
、
検
査
等
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
章
中
第
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
） 

第
十
三
条
の
二 

主
任
技
術
者
は
、
工
作
物
の
保
安
を
確
保
す
る
た
め
、
別
に
定
め
る
基
準
に
基
づ

き
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
（
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
本
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第 

百
四
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
い
う
。
）
の
確
保
の
た
め
の
適
切 

な
処
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

別
表
第
一
中
「 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 
 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 
 

」
に
、
「 

 
 

 

」
を
「 

 
 
 

 
 
 

 
 

」
に
、 

「 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

を 

 

」 

「 

          
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

」 

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

「 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

」 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

」 

「 を
「 

 
 

 
 
 

 
 

」
に
、 

「 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

を 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

」 

に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

     

 

（
旧
）
団
地
総
合
事
務
所 

別
表
第
一
中 

総
務

課
 

（
旧
）
団
地
総
合
事
務
所

 

主
任
技
術
者

 
（
電
気
）

 

総
務

課
 

霧
積
発
電
所

 
新
規
発
電
所

 
係
る
ダ
ム
水
路

 
係
る
ダ
ム
水

 

係
る
電
気

 
係
る
ダ
ム
水
路
・
電
気

 
路
・
電
気

 

管
理
総
合
事
務
所

 

（
水
力
発
電
所
及
び
太
陽
光
発
電
所
の
運
営
並
び
に
工
事
の
計
画
及
び

実
施
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 管
理
総
合
事
務
所

 

（
水
力
発
電
所
及
び
太
陽
光
発
電
所
の
運
営
並
び
に
工
事
の
計
画
及
び

実
施
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
陽

光
発

電
所
 

ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
太
陽
光
発
電
所

 

亀
里

太
 

群
馬

コ
 

に
、 

八
ッ
場
発
電
所

 

八
ッ

場
ダ

ム
 

八
ッ
場
発
電
所

 

に
、 

を 

、
鬼
石
発
電
所
、
亀
里
太
陽
光
発
電
所
及
び
群
馬
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
太
陽
光
発
電
所
」

 

及
び
鬼
石
発
電
所

 

鬼
石

発
電

所
 

群
馬
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
太
陽
光
発
電
所

 

 

亀
里
太
陽
光
発
電
所

 

 

鬼
石

発
電

所
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次のとおり落札者を決定した。 

  令和７年３月１８日 

群馬県知事 山 本 一 太   

１ 落札に係る購入等件名、数量及び履行場所 群馬県立心臓血管センターほか３施設で使用する電気 年間予定

使用電力量 ２１，３１９，０００ｋＷｈ 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県病院局経営戦略課 群馬県前橋市大手町一丁目１

番１号 

３ 落札者を決定した日 令和７年２月２６日 

４ 落札者の名称及び所在地 東京電力エナジーパートナー株式会社 東京都千代田区内幸町一丁目１番３号 

５ 落札金額 ４２０，５４２，４８４円 

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札 

７ 入札を公告した日 令和７年１月１４日 

 

 

 

 

○監査委員公告正誤 

  令和６年８月１６日監査公表第１号（監査結果の公表） 
 

   発行番号 ページ 行 誤 正 

第１０２２４号 ７ ３１ 第１号 第９号 

 

○監査委員公告正誤 

  令和６年８月１６日監査公表第２号（監査結果に基づく措置状況） 
 

 

  

発行番号 ページ 行 誤 正 

第１０２２４号 １１ ２２ 第２号 第１０号 

 

○監査委員公告正誤 

  令和６年９月２０日監査公表第３号（監査結果の公表） 
 

   発行番号 ページ 行 誤 正 

第１０２３４号 ４ １０ 第３号 第１１号 

 

○監査委員公告正誤 

  令和７年２月１８日監査公表第４号（監査結果の公表） 
 

   発行番号 ページ 行 誤 正 

■ 落  札 

■ 正  誤 
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第１０２７４号 ４ １ 第４号 第１号 

 

○監査委員公告正誤 

  令和７年２月１８日監査公表第５号（監査結果の公表） 
 

   発行番号 ページ 行 誤 正 

第１０２７４号 １２ １ 第５号 第２号 

 

○監査委員公告正誤 

  令和７年２月１８日監査公表第６号（監査結果の公表） 
 

   発行番号 ページ 行 誤 正 

第１０２７４号 １４ １５ 第６号 第３号 

 

○監査委員公告正誤 

  令和７年２月１８日監査公表第７号（監査結果の公表） 
 

   発行番号 ページ 行 誤 正 

第１０２７４号 １８ ３１ 第７号 第４号 

 

○監査委員公告正誤 

  令和７年２月１８日監査公表第８号（監査結果に基づく措置状況） 
 

   発行番号 ページ 行 誤 正 

第１０２７４号 １９ ２７ 第８号 第５号 

第１０２７４号 １９ ３６ 第３号 第１１号 

第１０２７４号 ２０ １２ 第３号 第１１号 

第１０２７４号 ２０ ２７ 第３号 第１１号 

第１０２７４号 ２０ ３９ 第３号 第１１号 

第１０２７４号 ２１ ９ 第３号 第１１号 

第１０２７４号 ２１ ２９ 第１号 第９号 

第１０２７４号 ２１ ４２ 第１号 第９号 

第１０２７４号 ２２ １０ 第１号 第９号 

第１０２７４号 ２２ ３９ 第１号 第９号 
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第１０２７４号 ２３ ６ 第１号 第９号 
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